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対象外　地区は、用地幅杭を打設しない地区です。

 →新名神高速道路都市計画変更の決定
　昨年秋から進めてきました新名神高速道路のコスト縮減、周辺の土地利用や自然環境への配慮の再検討
に伴う高槻・茨木・箕面市域の一部における都市計画変更について、平成１９年８月８日に告示されまし
た。ＮＥＸＣＯ西日本は引き続き関係者の皆様方と継続協議を実施し、地元の方々の意見や自然環境に十
分配慮した高速道路の建設を進めていきます。

 →大阪府域地下水流動対策検討委員会を設立
　新名神高速道路　大阪府域は、路線延長の約半分がトンネル構造であり、
トンネル工事による地下水等への影響について、十分検討する必要があり
ます。このことから、平成１９年７月２５日、岡山大学の西垣誠教授はじ
め５名の有識者、関係する行政の担当者及びＮＥＸＣＯ西日本の担当者か
らなる「新名神高速道路　大阪府域　地下水流動対策検討委員会」を立ち
上げました。
　今後、トンネル工事による地下水等への影響及び対策については、当委
員会に諮りながら検討を進めていくことになります。

 →ラジオから新名神高速道路建設事業をＰＲ
　平成１９年７月６日に当事務所社員が、名神高速道路桂川ＰＡ（上り線）
で行われたＫｉｓｓ　ＦＭ　ＫＯＢＥ（８９．９ＭＨｚ）のＨＩＧＨＷＡＹ
ＳＡＴＥＬＬＩＴＥ（ハイウェイサテライト）に出演しました。約１０分間
の短い時間ではありましたが、新名神高速道路建設事業のＰＲを行いました。
　今後も様々な形で皆様に新名神高速道路のＰＲを行っていきます。

 →新名神高速道路（高槻～箕面間）建設事業進捗状況（平成１９年８月１日現在）
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用地境界測量

　残暑が厳しい毎日が続きますが、皆様如何お過ごしでしょうか。平素より新名神高速道路事業へのご協
力ありがとうございます。今年度の目標である、完成形設計協議及び用地幅杭打設の完了に向け、当事務
所も猛暑に負けず日々努力しているところでございます。今後も引き続きご理解とご協力を賜りますよう
宜しくお願いします。
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検討委員会実施状況

Kiss FM　出演状況



お問い合わせ窓口

　　西日本高速道路㈱　関西支社　大阪工事事務所　工務課　
　　〒５６５－０８０５　大阪府吹田市清水１５－１
　　Ｔｅｌ：０６－６８７６－９１０３
　　Ｆａｘ：０６－６８７６－９１２５

ＮＥＸＣＯ西日本
建設事業進捗状況等の情報はこちらのアドレスへ↓↓

http://www.w-nexco.co.jp/highway/

西日本高速道路株式会社は

チームマイナス６％に参加しています。

「地域から愛され、お客様に喜ばれる会社を目指して」

用地第一課・用地第二課メンバー紹介

 →守口ＪＣＴ都市計画変更の説明会を実施
　当事務所は新名神高速道路事業の
他に、近畿自動車道守口ＪＣＴの事
業も担当しています。
　守口ＪＣＴは、近畿自動車道と阪
神高速道路大阪守口線を接続するジ
ャンクションであり、本ＪＣＴの整
備により高速自動車国道と都市高速
道路の連絡を強化し、都心流出入交
通の分散を図るとともに、両道路を
乗り継ぐ交通が周辺道路に与える負
荷を解消し、乗り継ぎ交通の時間短
縮を図ることを目的としています。
　当事業においては現在、都市計画
変更の手続きを進めており、平成１
９年７月２７日、２８日に都市計画
変更の地元説明会を終了しました。
今後は、１１月頃に変更案を２週間
縦覧する予定にしており、その２週
間の間に大阪府知事あてに意見書の
提出ができます。その後１２月に予定する大阪府都市計画審議会に都市計画変更案を諮り、平成２０年１
月頃に都市計画の変更を決定する予定となります。

　今回のメンバー紹介は、用地第一課、用地第二課です。
　用地第一課の担当は高槻市域（約８㎞）で現在２名で担当しております。
　用地第二課の担当は、茨木市域（約７㎞）と箕面市域（6.7 ㎞）を現在２
名で担当しております。
　新名神高速道路（高槻～箕面）の用地取得に関する事務は、平成１９年度
より大阪府土地開発公社に業務委託し、事業推進に向け取り組んでいます。
　現在は、箕面市下止々呂美地区で用地境界測量を実施済で今後は設計協議
の合意のなされた地区から順次用地境界測量及び物件調査と進めてまいりま
す。
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守口ＪＣＴ完成イメージ図

用地測量

物件調査

補償金算定

補償金提示

契約締結

土地の所有者の立会のもと、境界を確認し土
地の測量を行います。

建物や工作物、立木などを詳細に調査します。

測量・調査のデータのもと関係者ごとに補償
金を算定します。

補償の内容などについて、ご了解を頂いた後
に契約を締結します。

算定した補償金をお示しし、ご理解頂けるよ
う説明と協議をします。

今後の簡単な流れ

※公述人申し込みが無かったため公聴会は実施しません。


